
第９０号議案

新城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正

新城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

新城市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成１７年新城市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。

第２条第２項第２号を次のように改める。

⑵ 意思能力を有しない者

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、成年被後見人が印鑑の登録を受けられるようにするため必

要があるからである。



第９１号議案

新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１３９

号）の一部を次のように改正する。

別表中「２０，５７０円」を「２２，０００円」に、「６１，７１０円」を「

６６，０００円」に、「５，１４０円」を「５，５００円」に、「１５，４２０円」

を「１６，５００円」に、「１，０２０円」を「１，１００円」に、「３，０８０円」

を「３，３００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の新城市しんしろ斎苑（

以下「しんしろ斎苑」という。）の使用に係る使用料について適用し、施行日前の

しんしろ斎苑の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前にしんしろ斎苑の霊安室（以下「霊安室」と

いう。）の使用を開始する者であって、施行日以後引き続き霊安室を使用するもの

の霊安室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第９２号議案

新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

１４０号）の一部を次のように改正する。

別表中「５，１４０円」を「５，５００円」に、「１５，４２０円」を「

１６，５００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後の霊きゅう自動車の使用に係る使用料について適用

し、同日前の霊きゅう自動車の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額を

改定するため必要があるからである。



第９３号議案

新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例の一部

改正

新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例

新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例（平成１７

年新城市条例第１２３号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「５１０円」を「５２０円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、指定管理者に

収受させている利用料金の上限額の一部を改定するため必要があるからである。



第９４号議案

新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例

新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例（平成２０年新城市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。

別表中「８，０００円」を「８，１００円」に、「１０，０００円」を「

１０，１２５円」に、「１０，８００円」を「１０，９３５円」に、「１２，０００

円」を「１２，１５０円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第９５号議案

新城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１９３号）の

一部を次のように改正する。

別表杉山公民館の項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、新城中央公民館の分館の一部について、分館としての取扱

いをやめるため必要があるからである。



第９６号議案

新城市生涯学習センターちさと館の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市生涯学習センターちさと館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市生涯学習センターちさと館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

新城市生涯学習センターちさと館の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市

条例第１９４号）の一部を次のように改正する。

別表会議室の項及び閲覧室の項中「５００」を「６００」に、「６００」を「７２０」

に改め、同表調理室の項中「５００」を「６００」に、「７００」を「８００」に、「

８００」を「９００」に、「６００」を「７２０」に改め、同表美術室の項中「５００」

を「６００」に、「６００」を「７２０」に改め、同表和室の項中「６００」を「

７００」に、「７００」を「８００」に、「８００」を「９００」に改め、同表多目的

室の項中「１，２００」を「１，４４０」に、「１，３００」を「１，５６０」に、「

１，４００」を「１，６８０」に、「９００」を「１，０８０」に、「１，０００」を

「１，２００」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市生涯学習センターちさと館の設置及び管理に関す

る条例の規定は、この条例の施行の日以後の西部公民館の使用に係る使用料につい

て適用し、同日前の西部公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、



公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第９７号議案

新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１９５号）

の一部を次のように改正する。

別表第１文化ホールの項中「１９，１００」を「２２，６００」に、「６，９００」

「

」

「

」

「 「

」 」

１，２００」を「１，４４０」に、「１，７００」を「１，８００」に、

「

」

「

」

「 「

に、 を に、「３，５００」を「４，２００」に、

」 」

「４，６００」を「５，５２０」に、「５，９００」を「６，９００」に改める。

別表第２舞台設備（大ホール、小ホール兼用）の項中「４，８６０」を「

４，９５０」に、「２１０」を「２２０」に、「３，２４０」を「３，３００」に、「

１，３００ １，８００ ２，３００を「８，２８０」に、 を

１，５６０ ２，１００ ２，４００ に改め、同表ふれあい会館の項中

７００ ８００

７００ ８００

７００ ８００

を に、「

８００ ９００

８００ ９００

８４０ ９６０

１，０００ １，３００ １，５００ を

１，２００ １，４００ １，５００ に、「５，１００」を「５，８００」

２，０００

１，０００

２，３００

１，１００



１，４００」を「１，４３０」に、「１００」を「１１０」に、「４８０」を「４９０」

に、「４３０」を「４４０」に、「３７０」を「３８０」に、「７００」を「７１０」に

改め、同表舞台設備（大ホール用）の項中「１，４００」を「１，４３０」に、「

５４０」を「５５０」に、「７００」を「７１０」に、「２１０」を「２２０」に、「

４，３２０」を「４，４００」に、「４，８６０」を「４，９５０」に、

「

」

「

」

舞台設備（小ホール用）の項中「７００」を「７１０」に、「３２０」を「３３０」に、

「５４０」を「５５０」に、「２１０」を「２２０」に、「２，４８０」を「

２，５３０」に、

「

」

「

」

照明設備（大ホール、小ホール兼用）の項中「３２０」を「３３０」に、「２１０」を

「２２０」に、「８６０」を「８８０」に、「１００」を「１１０」に、「持込器材電源」

を「持込機材電源」に改め、同表照明設備（大ホール用）の項中「７００」を「

７１０」に、「９７０」を「９９０」に、「１，０８０」を「１，１００」に、「

２，１６０」を「２，２００」に、「３，２４０」を「３，３００」に、「５４０」を

「５５０」に、「３，６７０」を「３，７４０」に、「７，３４０」を「７，４８０」

に、「１７，４９０」を「１７，８２０」に改め、同表照明設備（小ホール用）の項中

「３７０」を「３８０」に、「６４０」を「６６０」に、「７５０」を「７７０」に、

「２，１６０」を「２，２００」に、「２，４８０」を「２，５３０」に、「５４０」

を「５５０」に、「８６０」を「８８０」に、「２，５９０」を「２，６４０」に、「

映写スクリーン 一式 １，０８０

映写機（３５ミリ） 一式 ５，９４０

映写機（１６ミリ） 一式 ３，２４０

を

映写スクリーン 一式 １，１００ に改め、同表

映写スクリーン 一式 ４８０

映写機（１６ミリ） 一式 ３，２４０

スライド映写機 １台 １，０８０

を

映写スクリーン 一式 ４９０ に改め、同表



４，３２０」を「４，４００」に、「８，３１０」を「８，４７０」に改め、同表音響

設備（大ホール、小ホール兼用）の項中「３，０２０」を「３，０８０」に、

「

を

」

「

」

１，０８０」を「１，１００」に、「１，２９０」を「１，３２０」に、「６４０」を

「 「

「６６０」に、 を に、

」 」

「

」

「

」

の次に次の１項を加える。

別表第２ピアノの項中「６，４８０」を「６，６００」に、「３，７８０」を「

３，８５０」に、「２，７００」を「２，７５０」に改め、同表その他の設備の項中「

７５０」を「７７０」に、

「

レコードプレーヤー １台 １，４００

テープレコーダー １台 １，４００

ＣＤプレーヤー １台 １，１００ に、「

マイクＢ １本 ８６０

マイクＣ １本 ６４０

残響付加装置 一式 １，４００

を

マイクＢ １本 ８８０ に改め、同項

マイク １本 ５４０

映写機（１６ミリ） 一式 １，６２０

オーバーヘッドプロジェクター 一式 ５４０

スライド映写機 一式 ５４０

ビデオプロジェクター 一式 ２，１６０

はなのき広場

設備

持込機材電源 １ キ ロ

ワット

２２０

を

一式 １，４００

１基 １，４００

一式 １，４３０

１基 １，４３０



」

「

」

を「３３０」に、「４３０」を「４４０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の新城地域文化広場（以下「文

化広場」という。）の利用に係る使用料について適用し、施行日前の文化広場の利用

に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前に施行日以後の文化広場の利用

の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定する等のため必要

があるからである。

に、「３２０」

ビデオ内蔵型テレビ 一式 １，０８０

マイク １本 ５５０

プロジェクター １台 ２，２００

テレビ １台 １，１００

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー １台 １，１００



第９８号議案

新城市新城武道場及び鳳来卓球場の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市新城武道場及び鳳来卓球場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市新城武道場及び鳳来卓球場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

新城市新城武道場及び鳳来卓球場の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市

条例第１９６号）の一部を次のように改正する。

別表新城武道場の項中「１，２００円」を「１，３００円」に、「１，４００円」を

「１，６００円」に、「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表鳳来卓球場の

項中「１，２００円」を「１，４４０円」に、「２，５００円」を「３，０００円」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市新城武道場及び鳳来卓球場の設置及び管理に関す

る条例の規定は、この条例の施行の日以後の新城武道場及び鳳来卓球場（以下「武

道場等」という。）の使用に係る使用料について適用し、同日前の武道場等の使用に

係る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第９９号議案

新城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１９７

号）の一部を次のように改正する。

「

」

「

」

コートの項中「１，０００円」を「１，０１０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後の新城市社会体育施設（以下「社会体育施設」という。）

の使用に係る使用料について適用し、同日前の社会体育施設の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

１，２００円 １，２００円 １，２００円

１００円 １００円 １００円

１，２００円 １，２００円 １，２００円

１，３００円 １，３００円 １，４４０円

１００円 １００円 １００円

１，４４０円 １，４４０円 １，４４０円

別表武道場の項中 を

に改め、同表フットサル



公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１００号議案

新城市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市青年の家の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１９８号）

の一部を次のように改正する。

別表中「８：００」を「８：３０」に、「６００」を「７２０」に、「８００」を「

９６０」に、「１，０００」を「１，２００」に、「１，２００」を「１，４４０」に、

「１，５００」を「１，８００」に、「２，５００」を「３，０００」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市青年の家の設置及び管理に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後の新城市青年の家（以下「青年の家」という。）の利用に係

る使用料について適用し、同日前の青年の家の利用に係る使用料については、なお

従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定する等のため必要

があるからである。



第１０１号議案

新城市設楽原歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市設楽原歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市設楽原歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市設楽原歴史資料館の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

１９９号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「３００」を「３３０」に、「２００」を「２２０」に、「４００」を「

４４０」に改める。

別表第２中「１，５００」を「１，６５０」に、「２，０００」を「２，２００」に、

「２，５００」を「２，７５０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の研修室の

利用に係る使用料について適用し、同日前の研修室の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、観覧料及び使

用料の額の一部を改定するため必要があるからである。



第１０２号議案

新城市山村広場の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市山村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市山村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市山村広場の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第２０１号）

の一部を次のように改正する。

別表中「８００円」を「８１０円」に、「２，４００円」を「２，４４０円」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市山村広場の設置及び管理に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後の新城市山村広場（以下「山村広場」という。）の使用に係

る使用料について適用し、同日前の山村広場の使用に係る使用料については、なお

従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１０３号議案

新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条

例第２０２号）の一部を次のように改正する。

第１５条の表中「２１０円」を「２２０円」に、「１６０円」を「１７０円」に改め

る。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、観覧料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１０４号議案

新城市長篠城址史跡保存館の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市長篠城址史跡保存館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市長篠城址史跡保存館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市長篠城址史跡保存館の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

２０３号）の一部を次のように改正する。

別表中「２１０」を「２２０」に、「１６０」を「１７０」に、「４００」を「

４４０」に、「３００」を「３３０」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、観覧料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１０５号議案

新城市照明施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市照明施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市照明施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市照明施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第２０４号）

の一部を次のように改正する。

別表新城小学校校庭照明施設の項から八名中学校校庭照明施設の項までの規定中

「２，２００円」を「２，６００円」に改め、同表鳳来中部小学校校庭照明施設の項

中「２，０００円」を「２，１００円」に、「１，８００円」を「１，９００円」に改

め、同表東陽小学校校庭照明施設の項及び鳳来東小学校校庭照明施設の項中「

１，８００円」を「１，９００円」に改め、同表有海緑地公園野球場照明施設の項中

「４，２００円」を「４，５００円」に、「３，０００円」を「３，２００円」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市照明施設の設置及び管理に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後の新城市照明施設（以下「照明施設」という。）の使用に係

る使用料について適用し、同日前の照明施設の使用に係る使用料については、なお

従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１０６号議案

新城市鳳来中央集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市鳳来中央集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市鳳来中央集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市鳳来中央集会所の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

２０５号）の一部を次のように改正する。

別表和室の項及び洋室の項中「３００円」を「３６０円」に改め、同表アリーナの

項中「５００円」を「６００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市鳳来中央集会所の設置及び管理に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後の新城市鳳来中央集会所（以下「集会所」という。）

の利用に係る使用料について適用し、同日前の集会所の利用に係る使用料について

は、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１０７号議案

新城市長篠地区多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市長篠地区多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市長篠地区多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市長篠地区多目的広場の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

２０８号）の一部を次のように改正する。

別表中「５００円」を「６００円」に、「９００円」を「１，０００円」に、「

６００円」を「７００円」に、「１，２００円」を「１，４００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市長篠地区多目的広場の設置及び管理に関する条例

の規定は、この条例の施行の日以後の新城市長篠地区多目的広場（以下「多目的広

場」という。）の使用に係る使用料について適用し、同日前の多目的広場の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１０８号議案

新城市リフレッシュセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市リフレッシュセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市リフレッシュセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例

新城市リフレッシュセンターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例

第２１０号）の一部を次のように改正する。

別表中「２，５００円」を「２，７００円」に、「１，０２０円」を「１，０４０円」

に、「５１０円」を「５２０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市リフレッシュセンターの設置及び管理に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後の新城市リフレッシュセンター（以下「リフ

レッシュセンター」という。）の使用に係る使用料について適用し、同日前のリフレ

ッシュセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１０９号議案

新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条

例第２１２号）の一部を次のように改正する。

別表中「１，０００円」を「１，１００円」に、

「 「

」 」

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後の新城市作手Ｂ＆Ｇ海洋センター（以下「海

洋センター」という。）の使用に係る使用料について適用し、同日前の海洋センター

の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。

１団体・１時間 ３００円 １団体・１時間 ３６０円を に改め



第１１０号議案

新城市鳳来寺共育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市鳳来寺共育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市鳳来寺共育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市鳳来寺共育施設の設置及び管理に関する条例（平成２８年新城市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。

別表学習室の項中「学習室」を「第１学習室」に改め、「１室」を削り、同項の次に

次の３項を加える。

別表和室の項中「１室」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の新城市鳳来寺共育施設の設置及び管理に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後の新城市鳳来寺共育施設（以下「共育施設」という。）

の利用に係る使用料について適用し、同日前の共育施設の利用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。

第２学習室 １時間につき １２０円

第３学習室 １時間につき １００円

第４学習室 １時間につき １００円


